
報 告 書 

 

熊本県入札監視委員会では、令和６年度（２０２４年度）及び令和７年度

（２０２５年度）に、計４回の定例会議を開催し、対象期間である令和５年

１０月から令和７年９月までに実施された入札案件の中から計２５件の審議

を行い、適正な入札が執行されているかを確認しました。 

県では、令和２年７月豪雨による災害関連工事など、急増した多くの工事

を発注されており、また、一日も早い復旧・復興を図るため、入札制度の見

直しについても臨機応変に取り組まれているところです。引き続き、公共工

事の入札契約の透明性の確保、公正な競争の促進、公共工事の適正な施工及

び品質の確保を図るため、次に掲げる事項を報告いたします。 

 

【具申事項】 なし 

 

【報告事項】以下のとおり 

１ 見積徴取業者の選定について 

警察本部において発注を行った管工事については、複数回の入札不調を経

て随意契約に移行したものですが、設計額が１億円を超えるにもかかわらず、

熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱（平成１５年熊本県告示第２２１号）

に定める等級（A 等級）よりも低い等級（B 等級）の建設業者を見積徴取業

者として選定している事例がありました。 

随意契約であっても、見積徴取業者選定の際は適正な施工能力があること

を確認する必要があることから、選定の方法について検討が必要であると認

められます。 

 

２ １者入札における評価について 

１者入札の場合、入札参加者からの辞退等がない限り落札業者が決定され

るところ、複数者による入札参加の際と同様の方法で総合評価の判定を行っ

ています。 

入札結果の公表による入札参加者の事後確認の機会も確保しつつ、受注者

と発注者双方の負担軽減に向けて、総合評価の確認方法について更なる簡略

化ができないかについて、再考の余地があるものと考えられます。 

 

３ 総合評価落札方式における評価項目について 

総合評価落札方式の入札における評価基準において、社会情勢等を踏まえ、



新たな評価項目を盛り込むことができないかについて、再考の余地があるも

のと考えられます。 

 

以上の通り、結果を報告いたします。 
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